
　平成１３年１１月２８日判決言渡
  平成１３年（ネ）第２１３号，同年（ネ）第３３０号　土地・建物明渡請求控訴
  事件，並びに同附帯控訴事件（原審・仙台地方裁判所平成１１年（ワ）第１３１
  ０号平成１３年４月２３日判決言渡）
                    主　　　　文
          １　控訴人（附帯被控訴人）の本件控訴を棄却する。
            （但し，被控訴人（附帯控訴人）が，当審において明け渡しを求める
              土地の範囲を明確にしたことに伴い，原判決主文１ないし５項の「
              別紙第１物件目録」をいずれも「本判決別紙第１物件目録」と改め
              る。）
          ２　被控訴人（附帯控訴人）の附帯控訴に基づき，次のとおり宣言する。
            　原判決は仮に執行することができる。
          ３　控訴費用及び附帯控訴費用はいずれも控訴人（附帯被控訴人）の負
            担とする。
                    事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
  １　控訴の趣旨
    （１）　原判決を取り消す。
    （２）　被控訴人（附帯控訴人，以下単に「被控訴人」という）の請求をいず
      　　れも棄却する。
    （３）　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
  ２　控訴の趣旨に対する答弁
    （１）　本件控訴を棄却する。
    （２）　控訴費用は控訴人（附帯被控訴人，以下単に「控訴人」という）の
　　      負担とする。
  ３　附帯控訴の趣旨
    （１）　原判決は仮に執行することができる。
    （２）　附帯控訴費用は控訴人の負担とする。
  ４　附帯控訴の趣旨に対する答弁
    （１）　本件附帯控訴を棄却する。
    （２）　附帯控訴費用は被控訴人の負担とする。
第２　事案の概要
    　本件は，被控訴人が，被控訴人の所有するＡ公園敷地内のＢ城Ｃ広場におい
    て，同じく被控訴人の所有する公園施設たる売店である本判決別紙第１物件目
    録（６）記載の建物（以下「本件建物」という）につき，これを被控訴人から
    管理許可を受けて使用し「Ｃ茶屋」の名称で茶店を営んできた控訴人に対し，
    Ｂ城Ｃ跡を含めた公園整備等の必要等を理由として平成１１年３月１９日付け
    で本件建物の使用につき不許可処分としたうえで，本件建物及びその敷地であ
    る同目録記載（１）の土地（以下「本件土地」という）所有権に基づき，本件
    建物及び本件土地のうち同目録記載（２）ないし（５）土地部分の各明渡し，
    並びに本件建物の明渡しずみまでの使用料相当損害金の支払いを求めて提訴し
    た事案であり，原審が仮執行宣言の申立てを除いて被控訴人の請求を全部認容
    したので，控訴人が本件建物等につき賃借権を有すること，賃借権が認められ
    ないとしても被控訴人の請求は権利濫用として許されないこと等を主張して控
    訴したものであり，一方，被控訴人も原判決に対して仮執行の宣言を求めて附
    帯控訴したものである（なお，以下，原判決中の「別紙第１物件目録」との記
    載を「本判決別紙第１物件目録」と読み替えることとする）。
  １　争いのない事実等
    　本件における「争いのない事実等」は，原判決の「事実及び理由」欄の「第
    ２　事案の概要」中の「１　争いのない事実及び証拠により容易に認定できる
    事実」（原判決２頁１０行目から同６頁２行目まで）と同一であるから，これ
    を引用する（但し，原判決４頁１１行目の「本件工作物」を「本件工作物（１）」
    と，同５頁２４行目の「関わらず」を「拘わらず」とそれぞれ改める）。
  ２　争点
    　本件における「争点」は，次のとおり付加・訂正し，「控訴人の当審におけ
    る主張」を追加するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第２　事案の概
    要」中の「２　主な争点（抗弁）」及び「３　争点に関する当事者の主張」（
    原判決６頁３行目から同１３頁１０行目まで）と同一であるから，これを引用



    する。
    （１）　原判決１０頁１行目の「Ｄ神社から」の次に「公園敷地として利用す
　　      る目的で」を，同じ行の「借り受ける際にも，」の次に「同じく」をそ
　　　　　れぞれ加え，同１２頁８行目の「公園管理者をＢ市長であることを」を
          「公園管理者はＢ市であるのに，Ｂ市長が無権限で管理許可を行ってい
          たということ」と改める。
    （２）　控訴人の当審における主張
          ア　控訴人が本件建物及び本件土地のうち本判決別紙第１物件目録記載
            （２）ないし（５）部分の土地（以下「本件（２）ないし（５）土地」
            という）につき賃借権を有すること本件調停では従前の控訴人の使用
            土地（約３４０平方メートル）の使用料相当損害金につき年額２０万
            ４０００円と定められたのに，調停後の使用料が被控訴人の定める他
            の同種売店の使用料の６. ６７倍の年額１４５万２０００円にもなっ
            ており，このことは控訴人が使用料の相場を知らないまま調停に合意
　　　　　　したことを意味し，調停合意は錯誤により無効であるといえる，また，
            被控訴人によってなされるべき都市公園法５条２項の管理許可が権限
            のないＢ市長又はＥ区長によってなされていることにより，本件調停
            条項は実行されないまま事実上無効となったか，あるいは本件調停条
            項に基づく控訴人と被控訴人の債権関係は時効により消滅したといえ
            るのであるから，控訴人による管理許可のない本件建物等の占有は，
            その歴史的経過，調停に至る経緯，控訴人が本件建物内部の厨房設備
            及び備品等を設置しながら月額１２万１０００円を支払っていること
            等を考慮すれば，控訴人が過去において別の建物及びその使用土地に
            対して有していた賃借権（借家権）が引き続き，本件建物及び本件（
            ２）ないし（５）土地上に存続していると評価されるべきである。
          イ　権利濫用
        　    本件調停による合意は，管理許可の方法により控訴人に生活権を補
            償することを目的としたものであること，被控訴人が控訴人の立ち退
            きの理由とするＢ城の石垣修復工事等は調停時に予想されていたこと
            であり，それを根拠に立ち退きを求めることは根拠薄弱であること，
            本件建物における控訴人の茶店の営業は控訴人の家族にとって不可欠
            の生活の糧となっていること等を考慮すれば，控訴人の本訴請求は権
            利の濫用として許されない。
第３　当裁判所の判断
  １　当裁判所も，被控訴人の本訴請求は，正当としてこれを認容すべきであると
    判断する。その理由は，次のとおり訂正し，「控訴人の当審における主張に対
    する判断」を加えるほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第３　当裁判所
    の判断」（原判決１３頁１１行目から同２０頁４行目まで）と同一であるから，
    これを引用する。
    （１）　原判決１４頁５行目の「２月１８日」を「２月２０日」と，同１９頁
          ２行目の「本件建物の場所を必要とすること，」を「本件建物の敷地を
          含む本件（２）ないし（５）土地を利用する必要性の高いこと，」とそ
          れぞれ改める。
    （２）　控訴人の当審における主張に対する判断
          ア　賃借権の主張ついて
        　    原判決説示のとおり，本件調停前に亡Ｆ及びこれを相続した控訴人
            が別件建物及び本件（２）ないし（５）土地上に何らかの占有権原を
            有していたとしても，本件調停の成立により，控訴人の土地占有権原
            は形式的にも実質的にも管理許可によるものとなったと解すべきであ
            り，控訴人に占有権原を認めることはできない。また，控訴人が本件
            調停前に本件（２）ないし（５）土地上に被控訴人に対抗できる何ら
            かの占有権原を有していたことを認めるに足りる証拠もないし，控訴
            人の主張するところを前提にしても，それだけでは本件調停が無効で
            あると解することはできない。他に本件調停が無効であると認めるに
            足りる証拠はなく，控訴人のこの点に関する主張は採用できない。
          イ　権利濫用の主張について
        　  控訴人の当審において主張する事由を十分考慮に入れたとしても，原
            判決説示のとおり，被控訴人の本訴請求が権利濫用になるものと認め



            ることはできず，この点に関する控訴人の主張も採用できない。
  ２　以上によれば，被控訴人の控訴人に対する本訴請求は，正当としてこれを認
    容すべきであり，これと同旨の原判決は相当であって，控訴人の本件控訴は理
    由がないからこれを棄却すべきである。
    　なお，前判示のとおり，被控訴人はＡ公園基本計画を決定し，第１期工事に
    着手し，現在石垣修復工事については石垣解体が終了し，本格的修復工事に取
    りかかる段階にあり，今後効率的に修復工事を進めるためには，可及的速やか
    に本件（２）ないし（５）土地を利用する必要性の高いことが認められるから，
    被控訴人の附帯控訴に基づき，原裁判に対して仮執行宣言を付することとする。
      よって，控訴費用及び附帯控訴費用の負担につき民事訴訟法６７条１項，６
    １条を，仮執行の宣言につき同法２５９条１項をそれぞれ適用して，主文のと
    おり判決する。
       仙台高等裁判所第三民事部
                 裁判長裁判官    喜多村　治　雄
                       裁判官    小　林　　　崇
                       裁判官    片　瀬　敏　寿
　　　（物件目録省略）


